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国会論戦から　安倍政権の暴走と正面対決
安倍首相は、「雇用は１１０万人以上増え、正社員も増加に転じた」「高い賃上げも実現した」とあれこれと数字を並べて自らの経済政策「アベノミクス」を誇っています。
これに対して、日本共産党は、「安倍首相は、都合のいい数字をもてあそぶのを、止めるべきだ」と主張し、「アベノミクス」３年間の破綻を国民の暮らしの現実から多角的に告発しています。実質賃金が一般労働者を含めて下がり、正規雇用は１４万人以上が減少しています。貧困大国からの脱却を政策目標に据える事を提起し、貧困と格差をただし、暮らし最優先で日本経済再生を図る４つの提案をしています。　① 消費税１０％への増税の中止。 ② 社会保障削減から充実に転換する。 ③ 人間らしく働ける雇用のルールをつくる。 ④ ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉から撤退し、日本の経済主権を回復する。　
【消費税問題】軽減税率を導入しても、増税で低所得者ほど負担が重くなり、消費税の逆進性が強まり、家計負担額が従来の政府説明の倍近い１人当たり２万７０００円程度のなることが明らかになった。　【社会保障削減】安倍政権は、医療崩壊を広げた小泉内閣を上回る削減路線を復活させた。３年間で社会保障費自然増分の削減は１兆円を超えている。アベノミクス「新３本の矢」の１つ介護離職ゼロの誤魔化しをただす。年間１０万人超の介護離職者がいるのに解消対象は１．５万人ほど。特別養護老人ホーム待機者の解消対象も３割程度に限定している。子育て支援策のまやかしも明らかに。８％への増税時に導入した給付金の廃止・半減や、生活保護の改悪、消費税の再増税で、母子・一人親世帯で家計が更に厳しくなる例を示す。「子どもの貧困対策をすると言って、やっていることはアベコベで矛盾している」と批判し、貧困大国からの脱却には社会保障の充実こそが求められている。　【ＴＰＰ】日本の食料と農業、食の安全、経済主権を米国に売り渡すもの。２０１３年の国会決議に反して、大筋合意で農産物重要５項目は３割の品目で関税を撤廃。明白な決議違反です。関税撤廃に例外規定はなく、全農産物で将来的に撤廃される危険性がある。ＴＰＰ交渉から撤退し、農産物の価格保障と所得補償を組み合わせ、安心して再生産できる農業をつくることこそ政府の責任です。　【沖縄辺野古の米軍新基地問題】新基地建設か普天間基地固定化かの二者択一を迫る安倍政権の不当性を追求。米海兵隊の巨大な出撃拠点になる建設計画を告発、無条件での普天間基地の閉鎖・撤去を求める。　【原発再稼働】即時中止を求め、核燃料サイクル推進を前提とした日米原子力協定は止める。　【緊急事態条項】国民の権利制限のための「緊急事態条項」創設。独裁国家、戦争国家に道を開き、憲法９条改定につながる危険極まりないものです。解釈改憲と共に、あらゆる明文改憲に反対し、憲法の平和主義、民主主義を貫く新しい政治、すべての国民の個人の尊厳を守り、大切にする社会の実現を目指します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
国への請願２本提出「ＴＰＰ協定を国会で批准しない」「安全保障関連法の廃止を」
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
３月市議会　２月２４日から（予算特別委員会を設置）
２０１６年３月定例議会関連のスケジュール

２月２４日（水）　午前１０時　　本会議開会（施政方針・議案上程、説明）
　　２５日（木）　午後１１時　　議会運営委員会（質問通告の確認）
３月　１日（火）―　４日（金）　午前１０時  　本会議　（代表・議案質疑、委員会付託、請願上程・補足説明、一般質問）
７日（月）―　９日（水）　午前１０時　　常任委員会、予算特別委員会分科会
　　１６日（水）　午前１０時　　予算特別委員会全体会
２４日（木）　午後　１時  　本会議（委員長報告、討論、採決）閉会
提出予定の議案は、４４議案と報告５つ
平成２８年度一般会計予算をはじめとする来年度予算１０議案、今年度補正予算９議案（住宅新築資金等貸付事業を除く）、条例の制定３議案、条例の一部改正１６議案、土地開発公社の解散関連３議案、その他３議案です。来年度予算は、一般会計(５１８億円）、特別会計(国保など７つでトータル３２１億円）、企業会計(水道・下水道１２５億円)の総額は９６４億円です。　　　　　　　　　　　　　　　　
【来年度予算、一般会計】　来年度何をやろうとするのか分からない。削減のみ
予算編成の基本方針は、総合計画の推進を図りつつ、計画的な財政経営を行い、財政の健全化を図る事。編成方針は、予算総額の上限を、経常的経費、政策的経費ともに一般財源ベースで平成２７年度予算額を上限とする。財政調整基金からの繰入金を１０億円以内、毎年１０億円を計上している繰越金を半額程度にする。歳出の削減と並行して、財源の確保に取り組み、国県の補助事業であっても必要な一般財源が確保できない場合は予算計上できない場合があるので事前協議、賃借不動産は返却に取り組む、又必要な場合は取得を検討、臨時的任用職員は育休代替え以外はフルタイムから短時間に切り替えるか２つの課以上でワークシェアをする等各課に要請する。その結果、一般会計の総額は前年度比１５億３５００万円増の５１７億９２００万円になった。増となった主な原因は、土地開発公社の解散に伴う第３セクター等改革推進債の発行２６億６７９０万円です。（総務部長の説明より）
【今年度補正予算、一般会計】総額は▲３４３百万円ですが、財政調整基金に５５０百万円積立ています。国保繰出金１２５百万円、扶助費１０４百万円、地方公共団体情報セキュリティ強化対策７２百万円、減債基金積立４２百万円が増加で、他は精査して削減しています。
【条例の制定】職員退職管理に関する条例、観光振興基金条例、就学援助条例の３つです。
【報告】土地開発公社と文化・スポーツ公社の経営状況に関する書類の提出２件、議決事件に該当しない契約２件、専決処分の報告１件の計５件です。
桑名の介護保険（保障）　何が問題なのか
昨年（２０１５年）４月、介護保険法が「改悪」されて、「① 要支援１と２の人は給付サービスの一部が市町村の事業に移る。② 利用者の負担が、年収等により１割から２割に。③ 特別養護老人ホームの入居条件が要介護３以上に。等々」となった。
そして、本来なら国・自治体が果たすべき公的責任を後退させて、自助・共助（自己責任論も含む）を基本にした社会保障改革路線は、「亡国の改悪」だとも言われています。
桑名市は、２０１５年３月に「桑名市地域包括ケア計画（第６期介護保険事業計画）」を策定し、その副題には「全員参加型で２０２５年問題を乗り越えるための地域支え合い体制づくり」と書かれており、県下で唯一、率先して４月（昨年）から「総合事業」（要支援者の介護を保険給付から外し、自治体が実施する介護予防・日常生活支援総合事業等の地域支援事業）を開始しました。

そして、この「総合事業」への移行に伴って、３つの大きな問題が起こっています。
①  住民主体による支援（サービスＢ）の「受け皿」は大丈夫なのか
訪問型　えぷろんサービス（シルバー人材センターに委託）
通所型　シルバーサロン（宅老所などに助成）
シルバー人材センター会員のボランティア精神に頼ることへの不安、女性会員が少ないことへの懸念等があり、利用者の生活・心身の状況を総合的に理解した適切なサービスの提供が行われるのか、事故等の場合の個人責任の所在など強い危惧があります。サロンが各地域に整備されてきていますが、週に何回といった頻回の回数と時間の長さが保障がされていません。
再び（２０００年に介護保険制度が始まった以前に）家庭回帰になり、当初介護保険が克服しようとしていた家族が支える介護に逆戻りするのではないか。サービスの担い手としてボランティア（地域住民・自治会・民生委員など）が強調されていますが、要支援者への対応に必要な専門性は確保されているのでしょうか。
2 「地域生活応援会議」による自立支援が強制にならないか
「地域生活応援会議」は、「介護保険制度が本来目指すべき高齢者の本物の自立を支援する」として、要支援認定者等について、「介護保険を卒業して地域活動にデビューする事を目標に介護予防（生活機能の向上）に資するケアマネジメントを多職種協議で提案するもの」です。
　具体的には、毎週水曜日の午後に、中央地域包括支援センターのイニシアティブで開催され、ケアマネ等の作成したプランに対して、地域包括支援センターや保健センターの保健師、社会福祉士、管理栄養士、理学療法士、歯科衛生士、地区薬剤師会の薬剤師等約４０人が参加し意見を述べ合うものです。
　内容は「できないことを代わりにするケア」から「できないことをできるようにするケア」になっており、介護保険を卒業させ、地域活動の担い手としてデビューさせるものです。
　このなかの「くらしいきいき教室」では、成功報酬（卒業して６カ月が経過）としてサービス事業所、プラン作成機関、対象者に「元気アップ交付金」が支給されると言う大きな問題があります。
3 「基本チェックリスト」優先で介護認定申請権の侵害にならないか
「総合事業」のみでサービスを受ける場合、介護保険（要介護・要支援）の認定を受ける必要はありません。生活機能低下を見る２５項目の簡易な「基本チェックリスト」で判定し、迅速なサービスの利用が可能になります。その反面、医師の関与がなくなり、判定結果やサービスの内容について不服審査請求ができません。制度がよく分からない高齢者が「総合事業」に流される事になります。
「基本チェックリスト」が優先実施され、介護認定の申請権が抑制・侵害される可能性があります。

高騰する保険料は漏らさず徴収（年金より）する一方で、約束に反して保険給付は行わない事（介護保険を利用させない）は、「国家的詐欺」とも言えます。今、桑名市において「地域包括ケアシステム」（これ自体にも多くの問題がある）の構築に向けて、将来の介護保障・社会保障の姿を、立ち止まって考える必要があります。
【参考】　桑名市の総合事業の多様なサービス
訪問型
　　　訪問介護　　　　　　　　　　　　従来のもの（３年間）
　　　住民主体による支援（Ｂ）　　　　えぷろんサービス、おいしく食べよう訪問
　　　短期集中予防サービス（Ｃ）　　　栄養いきいき訪問、お口いきいき訪問
　　　移動支援（Ｄ）　　　　　　　　　通いの場応援隊
通所型
　　　通所介護　　　　　　　　　　　　従来のもの（３年間）
　　　住民主体による支援（Ｂ）　　　　シルバーサロン、健康・ケア教室
　　　短期集中予防サービス（Ｃ）　　　くらしいきいき教室
≪村瀬博（三重短期大学非常勤講師）住民と自治２０１５年１２月号（Ｐ２４－２７）から≫
後期高齢者医療制度　三重県でも保険料値上げ　
７５歳以上が入る後期高齢者医療、保険料を払えない問題が深刻です　　　　　ｐ厚生労働省の最新調査(２０１５年６月）では、｢後期高齢者」で約２４万人が滞納しています｡滞納を理由に保険証を取り上げられたのは約２万６０００人にのぼります。保険証がなくて受診をためらい、手遅れで命を落とす悲劇も後を絶ちません｡事態の打開は待ったなしです｡　　　　ｐ払えないのは年金天引きの対象にもならない低年金者がほとんどです。そんな中で４月から保険料アップを計画する都道府県の広域連合(三重は平均57,432円を1,000円程)も出ています。安倍政権は２０１７年度から「後期高齢者」保険料の軽減措置の段階的打ち切りを決め、８６０万人以上の高齢者を直撃しようとしています。容赦ない暮らし破壊は許されません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ滞納分を「分納」している人の銀行口座までいきなり差し押さえるような乱暴なやり方が各地で批判を浴びています。滞納者の事情を考慮もせず、生活をさらに困窮させるような容赦ない機械的な差し押さえは、絶対にやめるべきです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ桑名市の現状は、後期高齢者の被保険者数は１６，３１０人（平成２７年１２月末）です。　　　　　　　　　　　　　普通徴収と特別徴収（年金からの引落）の割合は、３対７だそうで、短期証（６ヶ月証）を発行されている方は、１６人（平成２８年２月１５日）いるそうです。
[image: image1.jpg]


　　　　[image: image2.jpg]


　
心と体の癒しの旅　２月７日（日）―８日（月）に桑名年金組合で城崎温泉と姫路城に行ってきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５













































































